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10
月
1
日
か
ら

新
し
い
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
に

　

新
し
い
国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
証
（
う
ぐ
い
す
色
・

カ
ー
ド
型
）
を
、
９
月
下
旬
ご

ろ
世
帯
主
あ
て
に
郵
送
し
ま
す

の
で
、
住
所
や
氏
名
、
生
年
月

日
等
に
誤
り
が
な
い
か
を
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

 

今
回
の
有
効
期
限
は
平
成
23

年
９
月
30
日
㈮
で
す
。

　

な
お
、
そ
の
有
効
期
限
ま
で

に
75
歳
に
な
る
人
、
65
歳
に
な

る
退
職
被
保
険
者
の
人
は
有
効

期
限
が
異
な
り
ま
す
。
詳
し
く

は
同
封
の
文
書
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

【
お
願
い
】

①
古
い
被
保
険
者
証
（
桃
色
・

カ
ー
ド
型
）は
、市
民
環
境
課
、

各
地
域
局
、
各
地
域
市
民
セ
ン

タ
ー
へ
10
月
以
降
早
め
に
返
却

し
て
く
だ
さ
い
。

②
社
会
保
険
な
ど
に
加
入
し
、

国
民
健
康
保
険
の
資
格
を
喪
失

し
て
い
る
と
き
は
早
急
に
届
け

出
て
く
だ
さ
い
。

③
高
齢
受
給
者
証
（
白
色
）
を

お
持
ち
の
70
～
74
歳
の
人
は
、

受
給
者
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る

有
効
期
限
ま
で
被
保
険
者
証
と

一
緒
に
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

④
保
険
税
の
納
付
状
況
に
よ
っ

て
は
、
納
税
相
談
後
に
市
役
所

で
直
接
交
付
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
　
市
民
環
境
課

戸
籍
住
民
係（
☎
�
０
２
５
２
）

国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
に
臓
器
提
供
意
思

表
示
欄
を
追
加

　

10
月
の
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
証
の
更
新
に
合
わ
せ
、
被

保
険
者
証
裏
面
に
、
新
た
に
臓

器
提
供
意
思
表
示
欄
を
設
け
ま

す
。

　

こ
れ
は
、
臓
器
の
移
植
に
関

す
る
法
律
の
一
部
が
改
正
さ

れ
、
医
療
保
険
の
被
保
険
者
証

に
臓
器
提
供
の
意
思
の
有
無
を

記
載
で
き
る
よ
う
に
す
る
な
ど

し
て
、
移
植
医
療
に
関
す
る
啓

発
や
知
識
の
普
及
に
必
要
な
措

置
を
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
た

こ
と
に
伴
う
も
の
で
す
。

　

臓
器
提
供
に
つ
い
て
の
意
思

の
確
認
の
た
め
に
も
、
意
思
表

示
欄
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、記
入
は
任
意
で
あ
り
、

臓
器
提
供
を
強
要
す
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ
　
保
険
課
健
康

保
険
係
（
☎
�
０
２
５
８
）

父
子
家
庭
へ
の
児
童
扶
養

手
当
の
支
給
等
に
つ
い
て

　

８
月
か
ら
、
父
子
家
庭
の
人

に
も
児
童
扶
養
手
当
が
支
給
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

支
給
対
象
と
な
る
人
は
申
請
を

お
願
い
し
ま
す
。

▽
対
象
…
離
婚
や
死
亡
な
ど

で
、
母
親
の
い
な
い
児
童
（
満

18
歳
に
達
す
る
年
度
末
ま
で
。

障
害
の
あ
る
場
合
は
20
歳
）
を

養
育
し
て
い
る
父
。
た
だ
し
、

公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人

や
所
得
の
多
い
人
は
除
く
。

　

ま
た
、「
子
ど
も
手
当
現
況

届
」
の
提
出
が
ま
だ
の
人
は
早

急
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
提

出
が
な
い
場
合
、
手
当
が
支
給

さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先
　
子

ど
も
課
子
ど
も
支
援
係
（
☎
�

０
２
８
８
）

10
月
1
日

国
勢
調
査
を
実
施

　

国
勢
調
査
は
、
日
本
の
未
来

を
考
え
る
た
め
に
欠
く
こ
と
の

で
き
な
い
最
新
の
人
口
・
世
帯

の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
重
要

な
調
査
で
あ
り
、
国
内
に
住
ん

で
い
る
す
べ
て
の
人
と
世
帯
が

対
象
と
な
り
ま
す
。

　

調
査
の
結
果
は
、
福
祉
や
雇

用
対
策
、
生
活
環
境
の
整
備
な

ど
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
の
た
め

に
役
立
て
ら
れ
ま
す
。

　

９
月
下
旬
に
、
総
務
大
臣
か

ら
任
命
さ
れ
た
国
勢
調
査
員
が

調
査
票
配
布
の
た
め
各
世
帯
を

訪
問
し
ま
す
。

　

調
査
の
内
容
は
性
別
、
出
生

の
年
月
、
就
業
状
態
、
通
勤
・

通
学
地
な
ど
20
項
目
で
、
10
月

１
日
現
在
の
状
況
を
記
入
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　

国
勢
調
査
に
対
す
る
皆
さ
ん

の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
　
企
画
課
企
画

係
（
☎
�
０
２
０
８
）

道
路
交
通
セ
ン
サ
ス
に

ご
協
力
を

　

10
～
11
月
に
、
道
路
交
通
セ

ン
サ
ス
調
査
の
一
環
と
し
て
、

「
自
動
車
起
終
点
調
査
（
自
動

車
利
用
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
）」
を
実
施
し
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
交
通
の
流
れ

の
も
と
と
な
る
車
の
一
日
の
動

き
に
つ
い
て
、
ど
こ
か
ら
ど
こ

へ
、
ど
う
い
う
目
的
で
移
動
し

た
か
な
ど
調
査
す
る
も
の
で
、

現
在
の
交
通
実
態
を
把
握
し
、

住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
や
将
来

の
道
路
計
画
の
基
礎
資
料
と
す

る
も
の
で
す
。

　

県
内
で
無
作
為
に
選
ば
れ
た

約
２
万
６
０
０
０
世
帯
を
調
査

員
が
訪
問
し
、
調
査
票
を
配
布

し
ま
す
。
記
入
い
た
だ
い
た
調

査
票
は
、
後
日
、
調
査
員
が
回

収
に
伺
い
ま
す
。

　

な
お
調
査
員
は
、
岡
山
国
道

事
務
所
が
発
行
し
た
身
分
証
を

携
帯
し
て
い
ま
す
。

　

調
査
へ
の
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
　
岡
山
県
起
終

点
調
査
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

（
☎
０
１
２
０

－

３
３

－

０

７
９
０
）

国民年金 地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
へ
の

移
行
準
備
は
も
う
お
済
み

で
す
か

　

平
成
23
年
７
月
24
日
㈰
正
午

に
、
地
上
ア
ナ
ロ
グ
放
送
の
す

べ
て
の
放
送
が
終
了
し
、
地
上

デ
ジ
タ
ル
（
地
デ
ジ
）
放
送
へ

移
行
し
ま
す
。

　

地
デ
ジ
放
送
を
視
聴
す
る
に

は
、
地
デ
ジ
対
応
テ
レ
ビ
や
地

デ
ジ
チ
ュ
ー
ナ
ー
等
の
受
信
機

と
Ｕ
Ｈ
Ｆ
ア
ン
テ
ナ
を
設
置
す

る
か
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
へ
の

加
入
な
ど
の
対
応
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

　

岡
山
県
テ
レ
ビ
受
信
者
支
援

セ
ン
タ
ー
（
デ
ジ
サ
ポ
岡
山
）

で
は
、
地
デ
ジ
放
送
移
行
に
関

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
を
お
受

け
し
て
い
ま
す
。
移
行
準
備
で

不
明
な
点
が
あ
れ
ば
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
現
在
、
地
デ
ジ
放
送

へ
の
移
行
に
伴
い
、
全
国
で
悪

質
商
法
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
多

発
し
て
い
ま
す
。

　
「
地
上
ア
ナ
ロ
グ
放
送
を
10

年
間
延
長
で
き
る
工
事
を
行
う

と
勧
誘
さ
れ
た
」「
地
デ
ジ
普

及
の
た
め
の
お
金
が
必
要
と
請

求
さ
れ
た
」「
通
常
よ
り
安
価

で
地
デ
ジ
工
事
を
行
う
と
い
う

訪
問
販
売
業
者
に
代
金
を
前
払

い
し
て
か
ら
連
絡
が
取
れ
な
く

な
っ
た
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

手
口
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

行
政
機
関
や
放
送
事
業
者

が
、
地
デ
ジ
対
応
の
工
事
を
理

由
に
現
金
を
要
求
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

慌
て
て
契
約
や
支
払
い
を
せ

ず
、
必
要
が
な
け
れ
ば
は
っ
き

り
と
断
り
ま
し
ょ
う
。
不
審
な

場
合
に
は
、
総
務
省
中
国
総
合

通
信
局
（
☎
０
８
２

－

２
２
２

－

３
４
２
９
）
や
岡
山
県
消

費
生
活
セ
ン
タ
ー
（
☎
０
８
６

－

２
２
６

－

０
９
９
９
）、
警

察
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
　
デ
ジ
サ
ポ
岡

山
（
☎
０
８
６

－
８
９
９

－

６
０
６
０
）

【お願い】�口座振替を登録されている人は、振替日前に預金残高の確認をお願いします。
■問い合わせ　税務課収税係（☎�0215）、後期高齢者医療保険料は保険課健康保険係（☎�0258）

９月 納期限（口座振替日）のお知らせ
税（料）　　　目 期 納　期　限

（口座振替日） 〈予告〉10月の納期限（口座振替日）
・市民税・県民税（普通徴収／３期）
・国民健康保険税（普通徴収／４期）
・介護保険料（普通徴収／４期）
・後期高齢者医療保険料（普通徴収／４期）
※納期限／口座振替日＝11/1㈪

国民健康保険税（普通徴収）

３期 9/30㈭介護保険料（普通徴収）

後期高齢者医療保険料（普通徴収）

国民年金のメリット

　日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人は、国
民年金に加入して保険料を納めることになります。「年金なん
てまだまだ先のこと」と思われる人もいるかもしれませんが、
国民年金には次のようなさまざまなメリットがあります。
メリット①　老後を支える終身保障
　国民年金は、生きている限り年金が受け取れる一生涯の保
障であり、老後の生活をサポートします。
メリット②　ケガや病気、万が一のときにもサポート
　国民年金は老後の保障だけでなく、加入者がケガや病気に
より障害が残ったときは「障害基礎年金」が、亡くなられた
ときにはその遺族に「遺族基礎年金」が支給されるなど、万
が一のときの生活もサポートします。
メリット③　納めた保険料は社会保険料控除の対象に
　納めた保険料は、確定申告の際に全額が「社会保険料控除」
として認められています。
�
■問い合わせ　市民環境課戸籍住民係（☎�0252）
　　　　　　　日本年金機構高梁年金事務所（☎�0572）


